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被災者傷害見舞費用保険金変更特約条項 

（Airレジ保守サポートオプション 見舞金サービス用） 

（レジャー・サービス施設費用保険用） 

 

この保険契約においては、レジャー・サービス施設費用保険普通保険約款の規定を下表

のとおり読み替えます。 

普通保険約款の規定 読替前 読替後 

第８条（死亡見舞費用保

険金の支払）ならびに第

９条（後遺障害見舞費用

保険金の支払）（１）およ

び（５） 

５０万円 １０万円 

第 10条（入院見舞費用保

険金の支払）（１） 

① 入院期間が３１日以上 

のとき１０万円 

② 入院期間が１５日以上 

３０日以内のとき５万円 

③ 入院期間が８日以上 

１４日以内のとき３万円 

④ 入院期間が７日以内 

のとき２万円 

① 入院期間が３１日以上 

のとき２万円 

② 入院期間が１５日以上 

３０日以内のとき１万円 

③ 入院期間が８日以上 

１４日以内のとき６千円 

④ 入院期間が７日以内 

のとき４千円 

第 11条（通院見舞費用保

険金の支払）（１） 

① 通院日数が３１日以上 

のとき５万円 

② 通院日数が１５日以上 

３０日以内のとき３万円 

③ 通院日数が８日以上 

１４日以内のとき２万円 

④ 通院日数が７日以内 

のとき１万円 

① 通院日数が３１日以上 

のとき１万円 

② 通院日数が１５日以上 

３０日以内のとき６千円 

③ 通院日数が８日以上 

１４日以内のとき４千円 

④ 通院日数が７日以内 

のとき２千円 

 


